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平成20年第２回定例会の開会にあたり、行政報告を申し上げます。 

 

 

１ 保育園の民営化について 

 初めに、保育園の民営化についてでありますが、市立大曲保育園は平成 20 年３月 31 日をも

って閉園し、４月１日から「社会福祉法人広島未来（みく）の会」が「大曲はだかんぼ保育園」

の名称で、園児112名により事業を開始いたしました。 

 今後も、保護者、運営法人及び市による三者協議会を定期的に開催し、運営内容について協

議をしながら、円滑な保育が図られるよう努めてまいります。 

 

 

２ 家庭ごみ有料化に向けた取り組みについて 

 次に、家庭ごみ有料化に向けた取り組みについてでありますが、本年10月１日からの実施に

向け、指定ごみ袋、大型ごみ対応のごみ処理券、啓発ビデオの作成やごみ袋等取扱店の募集な

ど、有料化実施に伴う準備を進めているところであります。 

 今後におきましても、「有料化の対象となるごみ」や「資源ごみ」などの区分、指定ごみ袋に

よる排出方法などについて、町内会等への説明会や町内会未加入者への啓発などを行い、家庭

ごみ有料化が円滑に開始できるよう努めてまいります。 

 

 

３ 消防の広域化について 

 次に、消防の広域化についてでありますが、北海道は、消防組織法に基づく北海道消防広域

化推進計画を本年３月に策定しました。この計画は、災害や事故の大規模化など消防を取り巻

く環境の変化に対応し、効果的な消防体制を構築することを目的として、平成24年度末までを

目途に全道を 21 の消防本部とする内容となっており、「江別市、千歳市、恵庭市、石狩北部地

区消防事務組合と本市」の消防本部による広域化が示されております。 

 本市では、札幌市を除く石狩支庁管内全体の広域化は管轄面積が広大となることから、交通
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事情などの地理的条件や人口動態などの地域事情を考慮し、「千歳市、恵庭市」との広域化が望

ましい旨、素案の段階から意見を申し上げてきているところであります。 

 今後は、市民の皆様がより安全で安心できる環境を第一に考えながら、各消防本部などによ

り協議が行われていくこととなっております。 

 

 

４ 北広島市耐震改修促進計画の策定について 

 次に、北広島市耐震改修促進計画の策定についてでありますが、市民の皆様の生命・財産を

地震災害から守ることを目的として、本年３月に市内建築物の耐震化を促進する計画を策定い

たしました。今後、この計画に基づき、木造戸建て住宅の耐震診断費用の一部助成や市有建築

物の耐震化などを進めてまいります。 

 また、市民の皆様の地震対策に関する意識を高めるため、地震の被害予測や防災情報を示し

た「地震ハザードマップ」を全戸配布したところであります。 

 

 

５ 道路特定財源による道路整備事業について 

 次に、道路特定財源による道路整備事業についてでありますが、ガソリン税等の暫定税率を

定めた租税特別措置法等の改正案及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

がこのたび成立いたしました。道路特定財源を活用する本市の道路整備事業への影響につきま

しては、地方道整備事業及び地方道路整備臨時交付金事業のいずれも要望どおり交付額が決定

されましたことから、現在、大曲幸通整備事業ほか３事業の早期着工に向け、準備を進めてい

るところであります。 

 

  

６ 北海道洞爺湖サミット記念事業について 

 次に、北海道洞爺湖サミット記念事業についてでありますが、このたびのサミット開催を環

境保全への市民意識を高める機会としてとらえ、市民の皆様とともに環境啓発の取り組みを進
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めているところであります。 

 事業内容としましては、エルフィンロードを利用する「さわやかサイクリング」、地球温暖化

防止や省エネルギーに関する総合的なイベント「環境ひろば 2008」、地球と人間のつながりを

考える映画「地球交響曲第５番」の上映などを実施するとともに、エルフィンパークにフラワ

ーアレンジメントを設置いたします。また、各小中学校におきましても、環境教育の観点から、

未来の環境についてメッセージを発信する「子ども環境メッセージきたひろ2008」や地域の美

化活動を行うこととしております。 

 多くの市民の皆様のご参加をいただきながら、環境保全や地球温暖化防止に向けた活動を推

進してまいりたいと考えております。 

 

７ 平和都市宣言20周年記念事業について 

 次に、平和都市宣言20周年記念事業についてでありますが、本市が平和都市を宣言してから

今年で20周年の節目にあたりますことから、７月の北海道洞爺湖サミットにあわせて「広島・

長崎原爆展」や「被爆体験者による語り部の会」、平和についての講演会を「平和の灯を守る市

民の会」とともに開催し、平和の尊さや大切さを訴えてまいりたいと考えております。 

 また、本年４月１日に「平和市長会議」に加盟いたしました。「平和市長会議」は、世界の恒

久平和の実現に寄与することを目的に、広島市・長崎市の主宰により、昭和57年に設立された

もので、本年６月２日現在、世界129の国と地域、2,277の都市が加盟しております。 

 

８ 大曲幸土地区画整理事業区域内の商業施設について 

 次に、大曲幸土地区画整理事業区域内の商業施設についてでありますが、平成19年９月から

同事業区域内に建設中でありました商業施設につきましては、名称を「インターヴィレッジ大

曲」とし、食品スーパー、ホームセンター、家電量販店などの出店により、延床面積約４万1,700

平方メートルの大型商業施設として、６月 18 日に一部の店舗が開店し、同月 26 日に全面オー

プンすることとなりました。 

 

 以上、申し上げ、行政報告といたします。 


